
対象・要件

治療期間初日における妻の年齢が 43歳未満である夫婦で以下のすべての要件を満たすかた

・ご夫婦のいずれかが和寒町に住所を有し、婚姻している

・北海道知事が指定する医療機関で治療を受けたかた

・ご夫婦の前年の所得の合計額が 730万円未満

助成内容および限度額

①タイミング法および人工授精における治療 １回 10万円まで

②特定不妊治療で「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成を受け、それを上回る費用

１回 20万円まで

申請方法

不妊治療は一般的に高額で、継続した治療を必要とする場合も少なくない

ことから、町では不妊治療の一部を助成します。

子供を望まれるご夫婦で、下記の要件を満たすかたはぜひご利用ください。

【回数制限】 40歳未満：①と②を合わせて 10回まで

40歳以上 43歳未満：①と②を合わせて６回まで


